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(57)【要約】
【課題】冗長性を持たせ、符号化処理での圧縮効率を高
めることができる画像圧縮方法および画像圧縮装置を提
供する。
【解決手段】認識対象を含む画像に対し圧縮処理を行な
う画像圧縮方法において、認識対象を含む画像を入力し
、この入力された画像に対し所定のフィルタ処理を行な
うことでフィルタ内の中間値を取得し、この取得した中
間値と現在の注目画素値とを比較し、両者の差があらか
じめ定められた閾値以上である場合は注目画素に対し何
も処理を行なわず、閾値未満の場合は現在の注目画素値
を前記取得した中間値で置き換える処理を注目画素が全
画素を対象にするまで繰り返し実施することで平滑化処
理を行ない、この平滑化された画像に対しその出現頻度
に応じて可変長符号化を行なう。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　認識対象を含む画像に対し圧縮処理を行なう画像圧縮方法において、
　前記認識対象を含む画像を入力する画像入力ステップと、
　この画像入力ステップにより入力された画像に対し平滑化処理を行なうもので、前記画
像入力ステップにより入力された画像に対し所定のフィルタ処理を行なうことでフィルタ
内の中間値を取得し、この取得した中間値と現在の注目画素値とを比較し、両者の差があ
らかじめ定められた閾値以上である場合は注目画素に対し何も処理を行なわず、閾値未満
の場合は現在の注目画素値を前記取得した中間値で置き換える処理を注目画素が全画素を
対象にするまで繰り返し実施する平滑化ステップと、
　この平滑化ステップにより平滑化された画像に対し隣接する画素間の差分値を算出する
差分値算出ステップと、
　この差分値算出ステップにより算出された差分値に対しその出現頻度に応じて可変長符
号化を行なう符号化ステップと、
　を具備したことを特徴とする画像圧縮方法。
【請求項２】
　認識対象を含む画像に対し圧縮処理を行なう画像圧縮装置において、
　前記認識対象を含む画像を入力する画像入力手段と、
　この画像入力手段により入力された画像に対し平滑化処理を行なうもので、前記画像入
力手段により入力された画像に対し所定のフィルタ処理を行なうことでフィルタ内の中間
値を取得し、この取得した中間値と現在の注目画素値とを比較し、両者の差があらかじめ
定められた閾値以上である場合は注目画素に対し何も処理を行なわず、閾値未満の場合は
現在の注目画素値を前記取得した中間値で置き換える処理を注目画素が全画素を対象にす
るまで繰り返し実施する平滑化手段と、
　この平滑化手段により平滑化された画像に対し隣接する画素間の差分値を算出する差分
値算出手段と、
　この差分値算出手段により算出された差分値に対しその出現頻度に応じて可変長符号化
を行なう符号化手段と、
　を具備したことを特徴とする画像圧縮装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、たとえば、郵便物処理装置や顔照合装置などにおいて認識対象を
含む画像に対し圧縮処理を行なう画像圧縮方法および画像圧縮装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　たとえば、郵便物処理装置では、処理時間の制約のため、文字認識等に必要な解像度を
保持した画像の伝送時間が問題となっている。また、顔照合装置においても、照合した顔
画像を分析用にログとして記録しており、客先でのログ画像の抽出時間が問題となってい
る。これらの問題に対して、画像に対し圧縮処理を施すことで伝送コストを軽減する方法
、あるいは、画像を可逆圧縮する方法が知られている。
【０００３】
　画像に対し圧縮処理を施すことで伝送コストを軽減する方法は、可逆方式による静止画
データの符号化において隣接するピクセル差分値を算出し、その出現頻度に応じた可変長
符号を割り当てることで、圧縮率の良好な可変長符号化が行なえる画像符号化方法である
。
【０００４】
　画像を可逆圧縮する方法は、隣接画素の輝度情報の差分値の正または負の２値情報と絶
対値を算出し、画素ごとにビットマップ展開して符号化することで、効率よく可逆的な圧
縮が行なえる多値情報圧縮方法である。
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【０００５】
　ところが、上記従来の方法では、可逆圧縮において圧縮率の良好な符号化を行なうこと
ができるが、可逆圧縮であるため圧縮率には限界がある。また、いわゆるＪＰＥＧなどの
一般的な不可逆圧縮では、認識対象の特徴が失われ、認識に影響を与えてしまう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平９－１１６７６５号公報
【特許文献２】特開２０００－１５６８６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明が解決しようとする課題は、冗長性を持たせ、符号化処理での圧縮効率を高める
ことができる画像圧縮方法および画像圧縮装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　実施形態に係る画像圧縮方法は、認識対象を含む画像に対し圧縮処理を行なう画像圧縮
方法において、前記認識対象を含む画像を入力する画像入力ステップと、この画像入力ス
テップにより入力された画像に対し平滑化処理を行なうもので、前記画像入力ステップに
より入力された画像に対し所定のフィルタ処理を行なうことでフィルタ内の中間値を取得
し、この取得した中間値と現在の注目画素値とを比較し、両者の差があらかじめ定められ
た閾値以上である場合は注目画素に対し何も処理を行なわず、閾値未満の場合は現在の注
目画素値を前記取得した中間値で置き換える処理を注目画素が全画素を対象にするまで繰
り返し実施する平滑化ステップと、この平滑化ステップにより平滑化された画像に対し隣
接する画素間の差分値を算出する差分値算出ステップと、この差分値算出ステップにより
算出された差分値に対しその出現頻度に応じて可変長符号化を行なう符号化ステップとを
具備している。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１の実施形態に係る画像圧縮装置の構成を概略的に示すブロック図。
【図２】平滑化処理部の処理内容を示す説明図。
【図３】平滑化処理部の処理手順を示すフローチャート。
【図４】第２の実施形態に係る画像圧縮装置の構成を概略的に示すブロック図。
【図５】特徴抽出部の処理内容を表わす説明図。
【図６】階調変換部の処理内容を表わす説明図。
【図７】第３の実施形態に係る画像圧縮装置の構成を概略的に示すブロック図。
【図８】差分対象判別部の処理手順を示すフローチャート。
【図９】差分値算出処理部の処理内容を表す説明図。
【図１０】第４の実施形態に係る画像圧縮装置の構成を概略的に示すブロック図。
【図１１】平滑化差分処理部の処理手順を示すフローチャート。
【図１２】第５の実施形態に係る画像圧縮装置の構成を概略的に示すブロック図。
【図１３】外れ値確認部の処理内容を表わす説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、実施形態について図面を参照して説明する。　
　まず、第１の実施形態について説明する。　
　図１は、第１の実施形態に係る画像圧縮装置の構成を概略的に示すものである。第１の
実施形態に係る画像圧縮装置は、画像入力手段としての画像入力部１０１、平滑化手段と
しての平滑化処理部１０２、符号化手段としての符号化部１０３、および、データ出力部
１０４から構成されている。
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【００１１】
　画像入力部１０１は、たとえば、テレビジョンカメラやイメージスキャナ等で構成され
、認識対象を含む画像を収集し、その収集した画像を平滑化処理部１０２に入力する。具
体的には、たとえば、横方向が６４０画素、縦方向が４８０画素のデジタル濃淡画像とし
て収集し入力する。
【００１２】
　平滑化処理部１０２は、画像入力部１０１により入力された画像に対し平滑化処理を行
ない、その処理結果を符号化部１０３に出力する。具体的には、たとえば、図２に示すよ
うに、３ｘ３のメディアンフィルタ処理を行なうもので、当該フィルタ処理の数式を下記
数１に示す。　
［数１］　
　｜Median(f(x+i,y+i))-f(x,y)｜>=Th　　f(x,y)=f(x,y)　
　｜Median(f(x+i,y+i))-f(x,y)｜< Th　　f(x,y)=Median(f(x+i,y+i))
　以下、フィルタ処理の一連の流れについて図３に示すフローチャートを参照して説明す
る。まず、図２に示すような３ｘ３のメディアンフィルタにより、フィルタ内（３ｘ３）
の中間値を取得する（ステップＳ１）。次に、取得した中間値と現在の注目画素値とを比
較し（ステップＳ２）、両者の差があらかじめ定められた閾値以上である場合は注目画素
に対し何も処理を行なわず、閾値未満の場合は現在の注目画素値をステップＳ１で取得し
た中間値で置き換える（ステップＳ３）。これらの処理を注目画素が全画素を対象にする
まで繰り返し実施することで処理結果を得る。以上のようなフィルタ処理で平滑化処理を
実現する。
【００１３】
　符号化部１０３は、平滑化処理部１０２から得られる画像に対し可変長符号化処理を行
ない、その処理結果をデータ出力部１０４に出力する。具体的には、まず、平滑化処理部
１０２から得られる画像に対し得られたデータ値ごとの出現頻度を算出する。データ値ご
との出現頻度がわかれば、出現頻度の高いデータ値ほどビット数の少ない符号を割り当て
る方法によって、それぞれのデータ値にハフマン符号を割り当てることが可能であり、ハ
フマン符号理論に基づいて可変長符号化を行なう。なお、本実施形態ではハフマン符号化
の方法を使用したが、符号化の方法としては必ずしもハフマン符号化の方法を用いる必要
はなく、たとえば、ランレングス符号化などでもよい。
【００１４】
　データ出力部１０４は、符号化部１０３から得られる符号化された画像を圧縮処理済み
画像として出力する。
【００１５】
　以上説明したように、第１の実施形態によれば、重要な画像情報（たとえば、急激な輝
度勾配）を保持しつつ、圧縮に適した平滑化処理を行なうことで冗長性を持たせ、符号化
処理での圧縮効率を高めることができる。
【００１６】
　次に、第２の実施形態について説明する。　
　図４は、第２の実施形態に係る画像圧縮装置の構成を概略的に示すものである。第２の
実施形態に係る画像圧縮装置は、画像入力手段としての画像入力部２０１、特徴抽出手段
としての特徴抽出部２０２、階調変換手段としての階調変換処理部２０３、符号化手段と
しての符号化部２０４、および、データ出力部２０５から構成されている。
【００１７】
　なお、画像入力部２０１、符号化部２０４およびデータ出力部２０５は、前述した第１
の実施形態における画像入力部１０１、符号化部１０３およびデータ出力部１０４と同じ
であるのでその説明は省略する。
【００１８】
　特徴抽出部２０２は、画像入力部２０１により入力された画像に対し認識対象の輝度特
徴を抽出し、階調変換処理部２０３に出力する。具体的には、たとえば、認識対象が書状
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の場合、文字領域と書状領域（背景領域）の２つが特徴として得られる。そのため、図５
に示すように輝度ヒストグラムを求め、２つの極大値（Ｍａｘ１、Ｍａｘ２）を抽出する
。抽出した極大値付近の輝度値は文字領域、書状領域を表しているため、極大値より階調
変換処理部２０３で用いる閾値（Ｔｈ１、Ｔｈ２）を求める。閾値の求め方としては、単
純に極大値から一定値離れた値を閾値（Ｔｈ１、Ｔｈ２）としてもよいし、輝度ヒストグ
ラムの累積値が一定になった値を閾値（Ｔｈ１、Ｔｈ２）としてもよい。
【００１９】
　階調変換処理部２０３は、特徴抽出部２０２から得られた閾値（Ｔｈ１、Ｔｈ２）を基
に固定値を割り当てる階調変換処理を行ない、その処理結果を符号化部２０４に出力する
。具体的には、たとえば、認識対象が書状の場合、特徴抽出部２０２から得られた閾値（
Ｔｈ１、Ｔｈ２）により下記数２で示される計算を行なうことで変換することができる。
この階調変換の説明図を図６に示す。　
［数２］　
　　ｆ（ｘ，ｙ）＜＝Ｔｈ１　　ｆ’（ｘ，ｙ）＝Ｔｈ１　
　　ｆ（ｘ，ｙ）＞＝Ｔｈ２　　ｆ’（ｘ，ｙ）＝Ｔｈ２
　以上説明したように、第２の実施形態によれば、認識に影響を与えない階調変換を行な
うことで冗長性を持たせ、符号化処理での圧縮効率を高めることができる。
【００２０】
　次に、第３の実施形態について説明する。　
　図７は、第３の実施形態に係る画像圧縮装置の構成を概略的に示すものである。第３の
実施形態に係る画像圧縮装置は、画像入力手段としての画像入力部３０１、顔領域検出手
段としての顔領域検出部３０２、差分対象判別手段としての差分対象判別部３０３、差分
値算出手段としての差分値算出処理部３０４、符号化手段としての符号化部３０５、およ
び、データ出力部３０６から構成されている。
【００２１】
　なお、符号化部３０５およびデータ出力部３０６は、前述した第１の実施形態における
符号化部１０３およびデータ出力部１０４と同じであるのでその説明は省略する。
【００２２】
　画像入力部３０１は、たとえば、テレビジョンカメラ等で構成され、顔照合を行なう人
物に対して顔を含む複数フレームの画像を収集し、その収集した画像を顔領域検出部３０
２に入力する。具体的には、たとえば、横方向が５１２画素、縦方向が５１２画素のデジ
タル濃淡画像として収集し入力する。
【００２３】
　顔領域検出部３０２は、画像入力部３０１により入力された画像から顔パターン（顔領
域）を切り出す。これは、たとえば、文献（福井和広、山口修：「形状抽出とパターン照
合の組合せによる顔特徴点抽出」、電子情報通信学会論文誌（Ｄ）、ｖｏｌ．Ｊ８０－Ｄ
－Ｈ，Ｎｏ．８、ｐｐ２１７０－２１７７（１９９７））に記載されている方法を用いる
ことで、精度の高い顔領域の検出が実現可能である。　
　この場合、あらかじめ用意されたテンプレートを画像中移動させながら相関値を求める
ことにより、最も高い相関値を持った場所を顔領域とする。その他に、固有空間法や部分
空間法を利用した顔抽出法などでもよい。
【００２４】
　差分対象判別部３０３は、顔領域検出部３０２により検出された顔領域から差分対象領
域を判別し、差分値算出処理部３０４に出力する。具体的には、たとえば、図８に示すフ
ローチャートのように、顔領域検出部３０２により検出された顔領域の画像入力部３０１
により入力された画像全体に占める割合を求め（ステップＳ１１）、求めた割合があらか
じめ定められた閾値以上の場合は差分対象領域を顔領域とし、顔領域の位置合わせ処理を
行ない（ステップＳ１２）、閾値未満の場合は差分対象領域を背景領域とし、特に処理は
行なわない。　
　なお、顔領域の位置合わせとしては、たとえば、顔領域検出部３０２により取得した顔
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領域の重心を用いて位置合わせを行なうことで実現が可能である。
【００２５】
　差分値算出処理部３０４は、差分対象判別部３０３により判別され処理された画像に対
し、下記数３で示すように連続するフレーム間で対応する画素の差分値を算出し、符号化
部３０５に出力する。　
［数３］　
　　ｆｔ（ｘ，ｙ）＝ｆｔ（ｘ，ｙ）－ｆｔ＋１（ｘ，ｙ）
　すなわち、図９に示すように、入力画像の特徴に応じて差分対象領域を顔領域と背景領
域とに切換えることで、データに依存せず効率よく差分値算出処理が行なえる。なお、図
９（ａ）は差分対象領域が背景領域の場合で、背景画像（斜線部分）の差分をとる。図９
（ｂ）は差分対象領域が顔領域の場合で、顔画像（斜線部分）の差分をとる。
【００２６】
　以上説明したように、第３の実施形態によれば、顔画像の特徴を用いて適切な差分値算
出処理を行なうことで冗長性を持たせ、符号化処理での圧縮効率を高めることができる。
【００２７】
　次に、第４の実施形態について説明する。　
　図１０は、第４の実施形態に係る画像圧縮装置の構成を概略的に示すものである。第４
の実施形態に係る画像圧縮装置は、前述した第１の実施形態の変形例であり、画像入力手
段としての画像入力部４０１、平滑化手段および差分値算出手段としての平滑化差分処理
部４０２、符号化手段としての符号化部４０３、および、データ出力部４０４から構成さ
れている。
【００２８】
　なお、画像入力部４０１、符号化部４０３およびデータ出力部４０４は、前述した第１
の実施形態における画像入力部１０１、符号化部１０３およびデータ出力部１０４と同じ
であるのでその説明は省略する。
【００２９】
　平滑化差分処理部４０２は、入力された画像データに対し、まず平滑化処理を行ない、
続いて隣接するピクセル間の差分値算出処理を行ない、その処理結果を符号化部４０３に
出力する。
【００３０】
　以下、平滑化差分処理部４０２の処理について図１１に示すフローチャートを参照して
説明する。まず、図２に示すような３ｘ３のメディアンフィルタにより、フィルタ内（３
ｘ３）の中間値を取得する（ステップＳ２１）。次に、取得した中間値と現在の注目画素
値とを比較し（ステップＳ２２）、両者の差があらかじめ定められた閾値以上である場合
は注目画素に対し何も処理を行なわず、閾値未満の場合は現在の注目画素値をステップＳ
２１で取得した中間値で置き換える（ステップＳ２３）。
【００３１】
　次に、隣接するピクセル間の差分値算出処理を行なう（ステップＳ２４）。次に、全画
素の探索が終了したか否かをチェックし（ステップＳ２５）、全画素の探索が終了してい
ない場合は注目画素の更新を行ない（ステップＳ２６）、その後、ステップＳ２１に戻り
、上記同様な処理を繰り返す。そして、全画素の探索が終了した時点で処理を終了する。
【００３２】
　具体的には、平滑化処理は、第１の実施形態における平滑化処理部１０２と同様の方法
で実現可能である。また、隣接するピクセル間の差分値算出処理は、下記数４を用いて算
出できる。　
［数４］　
　　ｆ（ｘ，ｙ）＝ｆ（ｘ，ｙ）－ｆ（ｘ－１，ｙ）
　以上説明したように、第４の実施形態によれば、重要な画像情報（たとえば、急激な輝
度勾配）を保持しつつ平滑化を行ない、さらに差分値算出処理で圧縮に適した冗長性を持
たせることで、符号化処理での圧縮効率を高めることができる。
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【００３３】
　次に、第５の実施形態について説明する。　
　図１２は、第５の実施形態に係る画像圧縮装置の構成を概略的に示すものである。第５
の実施形態に係る画像圧縮装置は、前述した第２の実施形態の変形例であり、画像入力手
段としての画像入力部５０１、顔領域検出手段としての顔領域検出部５０２、外れ値算出
手段としての外れ値確認部５０３、階調変換手段としての階調変換処理部５０４、符号化
手段としての符号化部５０５、および、データ出力部５０６から構成されている。
【００３４】
　なお、画像入力部５０１、階調変換処理部５０４、符号化部５０５およびデータ出力部
５０６は、前述した第２の実施形態における画像入力部２０１、階調変換処理部２０３、
符号化部２０４よびデータ出力部２０５同じであり、顔領域検出部５０２は、前述した第
３の実施形態における顔領域検出部３０２と同じであるのでその説明は省略する。
【００３５】
　外れ値確認部５０３は、顔領域検出部５０２により検出された顔領域の輝度特徴と入力
画像の輝度特徴とから外れ値を求め、階調変換処理部５０４に出力する。たとえば、図１
３に示すように、顔領域のヒストグラムを求め、この求めた顔領域ヒストグラムから最大
値（Ｍａｘ）および最小値（Ｍｉｎ）を求める。求めた最大、最小値（Ｍａｘ、Ｍｉｎ）
から一定値離れた値を閾値（Ｔｈ１、Ｔｈ２）とする。
【００３６】
　以上説明したように、第５の実施形態によれば、複雑な輝度特徴を保持する顔画像につ
いても、認識に影響を与えない階調変換を行なうことで冗長性を持たせ、符号化処理での
圧縮効率を高めることができる。
【００３７】
　以上説明したように上記実施形態によれば、重要な画像情報（たとえば、急激な輝度勾
配）を保持しつつ、圧縮に適した平滑化処理を行なうことで冗長性を持たせ、符号化処理
での圧縮効率を高めることができる。　
　また、認識に影響を与えない階調変換を行なうことで冗長性を持たせ、符号化処理での
圧縮効率を高めることができる。
【００３８】
　さらに、顔画像の特徴を用いて適切な差分値算出処理を行なうことで冗長性を持たせ、
符号化処理での圧縮効率を高めることができる。
【００３９】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行なうことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨
に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもの
である。
【符号の説明】
【００４０】
　１０１，２０１，３０１，４０１，５０１…画像入力部（画像入力手段）、１０２…平
滑化処理部（平滑化手段）、１０３，２０４，３０５，４０３，５０５…符号化部（符号
化手段）、１０４，２０５，３０６，４０４，５０６…データ出力部、２０２…特徴抽出
部（特徴抽出手段）、２０３，５０４…階調変換処理部（階調変換手段）、３０２，５０
２…顔領域検出部（顔領域検出手段）、３０３…差分対象判別部（差分対象判別手段）、
３０４…差分値算出処理部（差分値算出手段）、４０２…平滑化差分処理部（平滑化手段
、差分値算出手段）、５０３…外れ値確認部（外れ値算出手段）。
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